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要 望 項 目 都市計画道路の整備促進について（継続） 

要 望 先 

国 国土交通省（都市局（街路交通施設課）、道路局（環境安全・防災課）） 

県 県土整備部（都市計画課、道路課） 

その他  

関 係 法 令 
都市計画法、道路法、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置

に関する法律 
事業主体 青森県、青森市 

 

要 望 事 項 の 内 容 

 本市市街地における道路交通状況につきましては、国・県の御支援・御協力により、着実に道路整備が進められ、

交通混雑の解消が図られております。 

 しかしながら、一部路線では慢性的な交通渋滞が発生し、特に冬季積雪時においては、その状況が一層厳しくな

り、市民生活のみならず地域の経済活動にも大きな影響を及ぼしていることから、交通の円滑化を図るための道路

整備を促進する必要があります。 

 つきましては、次の路線について県による整備促進及び未着手路線の早期事業着手に特段の御配慮をいただきた

い。 

 あわせて、本市による道路整備事業の更なる推進を図るための社会資本整備総合交付金の配分についても、特段

の御配慮をいただきたい。 

 

 １． 3・5・4号 堤町通り浜田線（奥野） 

 ２． 3・4・2号 西滝新城線（新城） 

 ３． 3・2・4号 石江西田沢線（鉄道立体交差部） 

 ４． 3・4・1号 浦島造道線（原別） 

 

 

 

 

現 在 ま で の 主 な 経 緯 ・ 参 考 事 項                            

〇事業着手済路線 

路線名 事業主体 事業期間 計画内容 全体事業費 

3・5・4号 堤町通り浜田線（奥野） 県 Ｈ24～Ｒ5 Ｌ＝490ｍ Ｗ＝15～18ｍ 2,090百万円 

3・4・2号 西滝新城線（新城1） 県 Ｒ2～Ｒ6 Ｌ＝570ｍ Ｗ＝18ｍ 2,050百万円 

3・4・2号 西滝新城線（新城2） 県 Ｒ5～Ｒ10 Ｌ＝630ｍ Ｗ＝18ｍ 3,876百万円 

 

〇事業未着手路線 

3・2・4号 石江西田沢線（鉄道立体交差部） 

3・4・1号 浦島造道線（原別） 

 

担当部署名 青森市 都市整備部道路建設課 
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要 望 項 目 青森空港有料道路の無料化について（継続） 

要 望 先 

国  

県 県土整備部（道路課） 

その他  

関 係 法 令 道路法 事業主体 青森県 

 

要 望 事 項 の 内 容 

 青森空港有料道路は、ジェット化に伴って拡張整備された青森空港へのアクセス機能の向上を図るため、青森県

道路公社によって整備された有料道路であります。 

 料金徴収期間につきまして、当初は30年間（昭和62年7月～平成29年7月）としておりましたが、期間満了

時においても多額の債務残高が見込まれたことから、さらに10年間（令和9年7月まで）延長し、あわせて平成

29年７月からサービス向上策として、往復割引の社会実験を実施しているところであります。 

 青森空港有料道路は、青森空港と津軽圏域を結ぶ路線であるとともに、現在県によって整備が進められている津

軽横断道路と連携した地域間交流を促進するための広域交通ネットワークの形成にも重要な路線であり、本県経済

の更なる活性化のためにも早期に利便性の向上を図る必要があります。 

 つきましては、次の事項について特段の御配慮をいただきたい。 

 

 

 １．青森空港有料道路の利用促進に向けたサービス向上策の継続及び無料化の前倒し 

 

 

 

現 在 ま で の 主 な 経 緯 ・ 参 考 事 項 

青森空港有料道路（延長1.7㎞、総事業費 61億円） 

昭和59年８月    事業着手（～昭和62年９月） 

昭和62年９月21日 供用開始（昭和62年７月19日一部供用開始） 

           ・通行料金徴収期間  昭和62年７月19日～平成29年７月18日（30年間） 

平成29年４月    料金徴収期間延長の許可 

・延長期間  平成29年７月19日～令和９年７月18日（10年間） 

                   【往復割引の社会実験】 

・当初   平成29年７月19日～令和元年９月30日 

      ・延長   令和元年10月１日～令和３年３月31日 

     ・再延長  令和３年４月１日～令和５年３月31日 

              ・再々延長 令和５年４月１日～令和7年３月31日 

担当部署名 
青森市 都市整備部道路建設課 

青森市 浪岡振興部都市整備課 

 



青森空港有料道路L=1.7km青森空港有料道路位置図 公共区間 L=2.3km 公共区間 L=1.8km

主要地方道青森浪岡線

青森空港有料道路
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要 望 項 目 津軽横断道路の整備促進について（継続） 

要 望 先 

国 
国土交通省（国土政策局（広域地方政策課）），東北地方整備局（企画部（広域計画

課）） 

県 県土整備部（道路課） 

その他  

関 係 法 令 道路法 事業主体 青森県 

 

要 望 事 項 の 内 容 

 本市は、青森空港、東北縦貫自動車道（弘前線、八戸線）IC、青森港及び東北新幹線新青森駅の 4 つの広域交

通の拠点となっておりますが、産業、経済の発展と文化、観光の振興などを図るためには、各拠点の更なる機能

強化が必要であるほか、緊急・災害時における輸送機能確保のためにも、津軽地域とこれら拠点施設を結ぶ交通

のアクセスがますます重要となっております。 

 津軽横断道路は、岩木山麓周辺地域と本市浪岡地区を結び、さらには、青森空港など交通拠点に結節する広域

幹線道路として位置付けられ、平成 9 年には路線を構成する主要地方道五所川原岩木線の調査測量に着手し、平

成15年11月には津軽りんご大橋が、平成25年7月には一般県道小友板柳停車場線小友工区が、平成27年12月

には主要地方道五所川原岩木線掛落林工区及び一般県道常海橋銀線上常海橋・福舘工区が供用開始されておりま

す。 

 現在、本市浪岡地区に位置する一般県道常海橋銀線福舘・女鹿沢工区及び板柳町に位置する主要地方道五所川

原岩木線高増工区において鋭意整備が進められております。 

当該道路が全線開通すれば岩木山麓周辺地域から青森空港までの移動時間が短縮され、地域の産業振興や地域

間交流・連携の緊密化、観光地へのアクセス向上などに大きく貢献するものであります。 

 つきましては、県土全体の社会経済活動の活性化と地域の発展のため、さらには、緊急・災害時における命の

道としての人流・物流などの輸送機能確保等の観点からも、次の事項について特段の御配慮をいただきたい。 

 

 

 １．広域交通ネットワーク形成の根幹となる津軽横断道路の整備促進による早期完成 

 

 

 

 

 

現 在 ま で の 主 な 経 緯 ・ 参 考 事 項 

昭和61年度 津軽横断道路建設促進期成同盟会の発足（会長：板柳町長） 

平成09年度 主要地方道五所川原岩木線事業着手(石野・掛落林工区) 

平成11年度 一般県道小友板柳停車場線事業着手(小友工区） 

       一般県道常海橋銀線事業着手（上常海橋・福舘工区、福舘・女鹿沢工区） 

平成12年度 主要地方道五所川原岩木線事業着手(五機形工区) 

平成15年度 一般県道小友板柳停車場線供用開始（津軽りんご大橋） 

平成17年度 主要地方道五所川原岩木線(石野・五機形工区)一部供用開始 

平成25年度 一般県道小友板柳停車場線供用開始(小友工区） 

平成27年度 主要地方道五所川原岩木線供用開始（掛落林工区） 

一般県道常海橋銀線供用開始（上常海橋・福舘工区） 

担当部署名 
青森市 浪岡振興部都市整備課 

青森市 都市整備部道路建設課 
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津軽横断道路位置図



（掛落林工区）

L=0.92㎞

H16.2.6供用 H17.12.26供用

L=0.40㎞ L=2.02㎞
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（福舘～女鹿沢工区）

L=5.06㎞
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H14.3.29供用
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（高増工区）

常福橋

L=1.40㎞

H27.12.18供用L=0.92㎞

H27.12.11

供用

L=2.78㎞

用地補償・改良工事

事業中区間

（町道高増常海橋線）

板 柳 町
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現道活用計画路線
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要 望 項 目 広域連携の推進について（継続） 

要 望 先 

国  

県 
総務部（市町村課）、環境生活部（環境政策課）、農林水産部（農林水産政策課）、 

観光国際戦略局（誘客交流課） 

その他  

関 係 法 令  事業主体 青森市 

 

要 望 事 項 の 内 容 

 本市では、東津軽郡 4町村と連携し、令和 2年 3月「青森圏域連携中枢都市圏ビジョン」を策定し、「青森圏域

連携中枢都市圏」を形成しました。本ビジョンにおいては、魅力ある将来にわたって持続可能で発展する「う

み・まち・ひとを絆で結ぶ青森圏域」を将来像とし、「圏域の経済成長のけん引」、「高次の都市機能の集積・強

化」、「圏域全体の生活関連機能サービスの向上」の 3分野52事業に取り組んでいます。 

このような中、連携市町村の連携中枢都市圏の取組に対して講じる特別交付税措置について、これまで、対象

経費の一般財源の合計額に対して 1.0 であったものが令和 3 年度から 0.8 に引き下げられ、取組を拡充するに当

たり苦慮しているところであります。 

青森圏域連携中枢都市圏では、東青地域一丸となって積極的に連携した取組を進めてきた結果、令和 5 年度で

特別交付税措置上限額を超える見込みとなっており、今後も圏域での連携した取組を拡充するためには、当該上

限の引き上げが必要です。 

 そのほか、陸奥湾という共通の資源を持つ地域との連携として、陸奥湾沿岸 8 市町村などによる、むつ湾広域

連携協議会を平成 30年 12月 21日に設立し、陸奥湾の豊かな資源を活かした観光及び産業の振興、陸奥湾の環境

保全活動に連携して取り組んでおります。具体的な取組として観光分野では、陸奥湾沿岸市町村に観光振興及び

誘客推進を図るため、むつ ONE リレーウォークやむつ湾サイクルロゲイニングの実施、産業分野では、特産品や

地場産品の PR を図るため、物産イベントの開催、環境分野では、環境保全に対する意識向上のため、むつ湾フォ

ーラムや小学生を対象とした環境活動体験会の開催、「Save the むつ湾」の共通のキャッチフレーズを掲げた清

掃活動、むつ湾を守るポスターコンクール等を行っております。 

つきましては、今後も東青地域や陸奥湾沿岸市町村と連携・協力しながら圏域全体として更なる発展につなげ

ていく取組を進める必要があると考えていることから、次の事項について特段の御配慮をいただきたい。 

 

１．東青地域 5 市町村による青森圏域連携中枢都市圏の取組に対する特別交付税措置率の復元及び対象経費の

上限額引き上げに向けた国への働きかけ並びに特別交付税減額分に対する財政支援 

 ２. むつ湾広域連携協議会による観光・産業振興・環境保全活動に対する支援 

 

現 在 ま で の 主 な 経 緯 ・ 参 考 事 項 

（青森圏域連携中枢都市圏） 
令和元年度   青森圏域連携中枢都市圏の形成 

青森圏域連携中枢都市圏ビジョンの策定（44事業） 
令和２年度   青森圏域連携中枢都市圏ビジョンの変更（48事業） 
令和３年度   青森圏域連携中枢都市圏ビジョンの変更（52事業） 
令和５年度   青森圏域連携中枢都市圏ビジョンの変更（55事業） 
（むつ湾広域連携協議会） 
平成30年度   むつ湾広域連携協議会の発足 
令和元年度    むつ湾フォーラム及びむつ湾広域連携協議会総会の開催（外ヶ浜町） 
令和２・３年度  新型コロナウイルス感染症の影響等によりイベントの中止 
令和４年度    むつ湾フォーラム及びむつ湾広域連携協議会総会の開催（青森市） 
令和５年度    むつ湾フォーラム及びむつ湾広域連携協議会総会の開催（横浜町） 

担当部署名 

青森市 企画部連携推進課 
青森市 環境部環境政策課 
青森市 経済部新ビジネス支援課 
青森市 経済部観光課 
青森市 経済部交流推進課 
青森市 経済部地域スポーツ課 
青森市 農林水産部あおもり産品支援課 
青森市 農林水産部水産振興センター 

 



重点要望 No.28 

- 28 - 

要 望 項 目 ホタテ残渣処理事業への協力について（継続） 

要 望 先 

国  

県 農林水産部（水産振興課）、環境生活部（環境政策課、環境保全課） 

その他  

関 係 法 令  事業主体 平内町 

 

要 望 事 項 の 内 容 

 本町の主要産業である水産業は、昭和 40 年代に確立したホタテガイの天然採苗により生産が飛躍的に伸び、令

和 4 年のホタテガイの水揚は約 81 億円、ナマコ等の魚介類を含む総額では約 92 億円となっています。また、関

連産業としてホタテガイを加工する事業者も多く、その取扱い金額は約43億円(令和3年)となっています。 

 しかし、ホタテガイの生産は海況の変動に影響を受けやすく、夏場の高水温や冬期間の波浪で数年に一度は大

量へい死を引き起こしてしまうため、単年度で出荷できる半成貝（篭養殖の一年貝）が大幅に増えており、養殖

篭への付着物の増える大きな要因となっています。その結果、篭を洗浄したときに生じる残渣が大量に発生して

おり、令和 4 年度においては 2,500 トンとなっており、その処理については町外の廃棄物処理施設へ委託してい

る状況です。 

 一般廃棄物である養殖残渣は、自治体内で処理することが求められており、現在の処理方法は、一時避難的な

ものであることから、できるだけ早い時期に町内で処理できる環境を整えることが求められています。 

令和 3 年に県の提案をうけ、民間施設を活用したカドミウムの処理方法、実験の検証など行いましたが単年度

の計画では、残念ながら踏み込める範囲も少なく課題の解決には至りませんでした。町単独ではできないため、

県の提案で協力ができたのは大変参考となりました。 

また、町ではまず残渣処理方法について知ってもらうため、令和 4 年 1 月に 1 大学 6 社を招いた勉強会を開催

しましたが、具体的な処理方法において引き続きの調査や検討が必要であり時間がかかる見込みです。 

現状の提案による処理方法ではまだまだ、これと言ったものがなく方針を決めかねている状況にあります。 

今後も、①処理方法の検討、②先進地事例視察、③建設・運営方式の検討、④建設場所等の検討を進めていく

必要があります。 

つきましては、当町の主要産業のみならず、県全体の主要産業ともいえる水産業における大きな課題の解決の

ため、これまでと同様に次のとおり助言いただくとともに新しい情報がありましたら引き続き提供くださいます

ようお願いいたします。 

 

 １．ホタテ残渣処理事業に関する助言 

 

 

現 在 ま で の 主 な 経 緯 ・ 参 考 事 項  

昭和40年代 ホタテガイの天然採苗による養殖業の確立 

平成10年度 平内町廃棄物処理施設 竣工 （国庫補助金 補助率1/2） 

平成10年度 ホタテ貝ウロ焼却施設 竣工 （国庫補助金 補助率1/2） 

平成12年度 外の沢埋立地内 平内町廃棄物処理施設（ホタテガイの残渣処理施設） 開始 

平成25年度 洋上洗浄機23基導入 （国庫補助金 補助率1/2） 

平成26年度 全自動耳吊機34基導入 （国庫補助金 補助率1/2） 

平成26年度 外の沢埋立地内 平内町廃棄物処理施設（ホタテガイの残渣処理施設） 休止 

（施設修理費増や燃料費の高騰により採算が取れなくなったため） 

平成29年度 洋上篭洗浄機20基・全自動耳吊機整備20基導入 （国庫補助金 補助率1/2）  

担当部署名 
平内町 水産商工観光課 

平内町 町民課 

 



重点要望 No.29 
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要 望 項 目 県道14号線 主要地方道今別蟹田線(平坦化整備)整備促進について（継続） 

要 望 先 

国  

県 県土整備部（道路課） 

その他  

関 係 法 令 道路法、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 事業主体 青森県 

 

要 望 事 項 の 内 容 

 主要地方道今別蟹田線（県道 14 号）は、青森市や西北五地域への生活道路として物資や人的交流など地域住民

の生活を支える唯一の主要道路であります。平成28 年 3 月には北海道新幹線奥津軽いまべつ駅が開業し、津軽半

島への観光ルートや二次交通など重要路線であります。 

 しかし、現状は急勾配でカーブが続く難所区間となっており、特に冬期間は積雪や路面凍結を解消するため散

水消雪施設が整備されていますが、豪雪や低温時には残雪によるわだちやこぶの発生により、安全で快適な運転

ができない状況にさらされています。 

 また、生活道路としての役割も大きく、道路使用者は峠道による車両燃費悪化は不可避となっており、さらに

昨今の国際情勢の影響によるガソリン価格の高騰のあおりが直撃するかたちとなっております。 

 そして、災害等が発生した場合は緊急輸送道路としての重要道路であり、避難駅指定の奥津軽いまべつ駅な

ど、多様な対応が求められる状況であるため、平坦化計画を踏まえた新設ルートでの早期整備が必要でありま

す。 

 

 

 １．主要地方道今別蟹田線（県道14号）の平坦化計画を踏まえた新設ルートでの早期整備 

 

 

 

 

 

 

現 在 ま で の 主 な 経 緯 ・ 参 考 事 項 

○要望活動 

平成  5年 5月  建設省により県道今別蟹田線が主要地方道今別蟹田線に指定 

平成26年12月   青森県知事要望実施 

令和  2年 1月  青森県県土整備部長要望実施 

令和  3年10月  青森県県土整備部長要望実施 

令和  4年  9月  青森県県土整備部長要望実施  
 

【北海道新幹線奥津軽いまべつ駅乗降者数】        【道の駅いまべつ 利用者数】 

※今別町企画財政課独自集計               ※今別町企画財政課独自集計 

 

令和元年度 令和2 年度 令和3 年度 令和4 年度 
 

平成30 年度 令和元年度 令和2 年度 令和3 年度 令和4 年度 

27,600 人 15,327 人 16,200 人 22,000 人 119,458 人 119,116 人 92,016 人 86,916 人 102,974 人 

担当部署名 今別町 産業建設課 

 



  

県道 14 号線 主要地方道今別蟹田線（平坦化整備）整備促進について 
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要 望 項 目 過疎地から県立高校への通学負担軽減について(継続) 

要 望 先 

国  

県 企画政策部（企画調整課、交通政策課）、教育庁（教育政策課） 

その他  

関 係 法 令  事業主体 青森県 

 

要 望 事 項 の 内 容 

 青森県立青森北高校今別校舎の募集停止前から、今別町の中学卒業生の過半数は町外の高校へ進学している状

況ですが令和 4 年には同校が閉校になり、当町の中学卒業生全員が町外の高校への進学を余儀なくされておりま

す。 

一番近い県立高校である青森北高等学校（以下、「青森北高校」）でも町からは48kmも離れており、JR津軽線を

利用しての通学は片道 2 時間程度を要し通学定期代も年間 10 万円を超えます。新幹線での通学では片道 30 分程

度に短縮されるものの定期代が月間 6 万円を超える状況であり、いずれの場合も保護者の経済的負担は大きく、

高校進学や住宅新築のタイミングで家族まるごと近隣市へ転居する事例が相次ぎ社会減に歯止めがかからない状

態です。 

一方で、独立行政法人労働政策研究・研修機構が平成 28 年に発表した「ＵＩＪターンの促進・支援と地方の活

性化－若年期の地域移動に関する調査結果－」では、『高校卒業まで地元で暮らすと愛郷心が強くなりＵターン希

望が強くなる。』と指摘されており、当町でも高校卒業まで当町に住み続け、当町から通える環境づくりに取り組

んでおります。 

具体的には、子育て世帯の負担軽減と人口流出の抑制を目的に、町独自に通学定期の半額助成に取り組んでお

り、ほぼ全高校生が活用しております。厳しい財政状況の中で子育て世代の流出を食い止めるために町独自の施

策として助成していますが、町単独予算では財政的負担も大きく施策にも限界があります。 

このまま高校再編の煽りを受け若年層の人口流出に歯止めがかからなければ、当町のみならず過疎町村部の消

滅という最悪のシナリオは、より近い将来に現実のものとなります。 

鳥取県では令和 2 年から、県が主導し高校生への通学費助成事業を実施し、各生徒の負担を月 7,000 円まで軽

減しております。 

 県立高校の統廃合により通学困難な地域が増加している中で、本県でも鳥取県と同様に県からの通学弱者とも

言える過疎地の高校生とその家族への助成、及び過疎地の人口流出に対する対応策を検討していただくよう強く

要望します。 

 

１． 過疎地の高校生への通学助成制度について 

 

 

 

現 在 ま で の 主 な 経 緯 ・ 参 考 事 項 

現在までの経緯 

 平成28年度から町独自の通学定期３割助成を開始。 

 令和2年度から町独自の通学定期が半額助成に。 

令和3年度末で青森県立青森北高等学校今別校舎と青森県立中里高校が閉校。 

 

参考事項 

 令和4年3月9日水曜日の東奥日報津軽総合「中里高校最後の1年第4部冬上」 

令和4年3月10日木曜日の東奥日報津軽総合「中里高校最後の1年第4部冬下」 

 

担当部署名 今別町 総務企画課 

 






